


※やむを得ず中止にする場合など、目黒区からご連絡を差し上げることがありますので必ずお書きください。

内田、関根

（　　）１回目：午前10時～10時45分
（　　）２回目：午前11時～11時45分

このチラシは、目黒本町五丁目、六丁目全域、原町一丁目全域、洗足一丁目１～24、29，30番に
お住まいの方、土地や建物を所有している方に配布しています。


